
　最近、市役所職員を名乗り、

保険税や医療費の一部負担金の

還付手続きと称して現金自動預

け払い機（ATM）の操作を促す

不審電話が多発しています。

　市では、税や一部負担金の還

付手続きで ATM の操作を依頼

することは絶対にありません。

不審電話があった場合は、必ず

以下に連絡をしてください。

連絡先

■大崎市消費生活センター

　 21-7321

■古川警察署　 22-2311

■鳴子警察署　 82-2249

大切なお金を

騙しとられないために

　保険税などの還付をかたり、

ATMの操作を促す不審電話は、

定期的に発生しています。

　不審に感じた場合は、一度電

話を切り、市役所にかけ直すな

ど、落ち着いた行動をお願いし

ます。
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空間放射線量の測定結果
（単位 :マイクロシーベルト/h）

　防災安全課放射能対策室　 23-5144

測定日 測定場所
地表面から

1m
地表面から

0.5m

5月18日

市役所
第 2 駐車場

0.04 0.05

松山総合支所 0.04 0.05

三本木総合支所 0.07 0.07

鹿島台総合支所 0.06 0.06

岩出山総合支所 0.05 0.06

鳴子総合支所 0.05 0.05

田尻総合支所 0.05 0.05

主な放射能測定結果 不審電話に注意してください

大崎市消費生活センター　 21-7321

COOLBIZを実施しています

　市では、地球温暖化対策へ率先して取り組むため、庁内の省エネ
ルギー対策を実施しています。
　家庭でも、涼しい服装やうちわの活用、窓を開けて室内の風通し
を良くするなど、できることを取り入れてみましょう。

主な取組内容
　事務室の室温を 28 度に設定し、ノーネクタイやポロシャツなど
の軽装で勤務します。また、ツル性植物で作るグリーンカーテンで
直射日光をさえぎり、室内の温度の上昇を抑えます。

実施期間
5月1日～10月31日


